
時代は変わっても、変わらないもの、
変わらずに持ち続けていきたいものがあります。

昭和36年に制定した「秋田市民憲章」。
健康で明るく豊かな市民生活を願い、

当時の市民の人たちが検討に検討を重ね、
市民の心のよりどころとも言うべき、この５か条をまとめました。

その市民憲章も今年で40年。
今も市民憲章推進協議会のかたがたが

豊かであたたかいまちの発展を願い、活動を繰り広げています。
21世紀も変わらないもの…。

●｢広報あきた｣は再生紙を使用しています。

広報あきた 編集発行■秋田市役所広報課 〒010-8560 秋田市山王一丁目１ー１ q018(866)2034 秋田市ホームページ■ http://www.city.akita.akita.jp/

●秋田の昔を、写真で振り返ります。

市民憲章制定15周年を記念して、昭和51年、市役所前に市民憲章碑が建てられました

問い合わせ

午前９時～午後４時30分

ところ／佐竹史料館(千秋公園内)
佐竹史料館q(832)7892入館料／大人100円、高校生50円、中学生以下無料
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関ヶ原の合戦で中立的な立場をとった佐竹
氏は、合戦後、秋田に転封されることとなり
ました。秋田の近世は佐竹義宣を初代藩主と
して迎えたこの時から始まります。

初代藩主・佐竹義宣

●佐竹史料館

と　き／４月15日(日)まで

藩祖佐竹義宣生誕430年記念資料展


